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北九州市告示第３０９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、北九州市立自然史・歴史博物館における観覧券売払代金の収納に関する事務

について指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項

の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年７月８日 

北九州市長 武 内 和 久   

施 設 の 名

称 

指定公金事務取扱者 指 定 公 金

事 務 取 扱

者 と し て

指 定 し た

日 

指 定 公 金

事 務 取 扱

者 に 公 金

事 務 を 委

託した日 

委託期間 

名称 住所 

北 九 州 市

立 自 然 史

・ 歴 史 博

物館 

西部ビル

管理株式

会社 

北 九 州 市

戸 畑 区 幸

町 1 番１

９号 

令 和 ６ 年

４月１日 

令 和 ６ 年

４月１日 

令和６年４月

１日から令和

７年３月３１

日まで 
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北九州市告示第３１０号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市立自然史・歴史博物館における陳列品の観覧料の収

納事務を次のとおり委託した。 

  令和６年７月８日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ＫＮＴ－ＣＴホールデ

ィングス株式会社 

東京都新宿区西新宿二

丁目６番１号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 株式会社日本旅行 東京都中央区日本橋一

丁目１９番１号 

東武トップツアーズ株 

式会社 

東京都墨田区押上一丁

目１番２号 

 

名鉄観光サービス株式

会社 

名古屋市中村区名駅南

二丁目１４番１９号 

 

広交観光株式会社 広島市西区三篠町三丁

目１４番１７号 

 

株式会社たびまちゲー

ト広島 

広島市中区胡町３番１

９号 

 

宇部市交通局 山口県宇部市大字善和

２０３番地９０ 

 

株式会社防長トラベル 山口県周南市有楽町２

３番地 

 

西鉄旅行株式会社 福岡市中央区薬院三丁

目１６番２６号 

 

堀川トラベルサービス

株式会社 

福岡県八女市本村３４

７番地１ 

 

祐徳旅行株式会社 佐賀県鹿島市大字高津

原４０９７番地の２ 

 

祐徳自動車株式会社 佐賀県佐賀市駅前中央

三丁目１番６号 

 

株式会社西肥バス旅行

社 

長崎県佐世保市白南風

町８番１７号 

 

大分交通株式会社 大分県大分市新川西一

丁目３番１５号 

 

株式会社石見観光 島根県益田市駅前町１

７番２号 

 

九州産交ツーリズム株

式会社 

熊本市中央区花畑町４

番３号 

 

株式会社阪急交通社 大阪市北区梅田二丁目

５番２５号 
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長崎バス観光株式会社 長崎県長崎市滑石四丁

目６番３３号 

 

西日本観光旅行株式会

社 

北九州市小倉北区竪町

一丁目６番１号５０１ 

 

株式会社イワミツアー 島根県益田市幸町２番

６３号 

 

株式会社オリオンツア

ー 

東京都中央区東日本橋

三丁目１０番６号 

 

株式会社ジャンボツア

ーズ 

沖縄県那覇市久茂地二

丁目１５番１０号 

 

株式会社クマランド 北九州市門司区白野江

５４６番地１ 

 

株式会社西日本ミュー

ジアムサービス 

北九州市八幡東区東田

二丁目４番１号 

 

株式会社ＪＴＢ 東京都品川区東品川二

丁目３番１１号 

 

株式会社ヒューマング

ループ 

長崎県佐世保市早岐三

丁目１２番６号 
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